
（1）「立入禁止」の場所には近づかない 

（2）体調が悪いときは無理をしない 

（3）単独行動を避ける 

（4）こどもから目を離さない 

（5）お酒を飲んだら海や川に入らない 

（6）ライフジャケットの常時着用 

（7）連絡手段の確保 

（1）大きな声で付近の人たちに知らせる 

（2）すみやかに消防へ通報（119 番通報） 

をする 

（3）浮き輪等があれば投げる 

（4）助け出せた場合、すみやかに応急手当を

実施する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏を迎えると、家族や友人などと一緒に、海や川へ出掛ける機会が増えてきます。 

水辺のレジャーは楽しいひと時となりますが、一方で、毎年多くの「水の事故」が 

起きていることを忘れてはいけません。。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

神前地区ホームページ（アドレス kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
発行：令和７年６月５日 
神前地区市民センター 
 ☎ ３２６－２７５１  
FAX ３２５－２０７０ 

団体事務局（１３時～１７時） 
 ☎、FAX ３２７－１５０１ 

 

 

 

★日 時：７月２日（水） １０：００～１１：３０ 

★場 所：神前地区市民センター 会議室 
★対 象：未就園のお子さんと保護者 

★内 容：手作りおもちゃ作り（はらぺこあおむしのぽっとん落とし）  

     ＊ぺたぺたシールを貼って作ろう♪材料は準備してあります。 

      その他、絵本の読み聞かせなど 

★申込み：必要（人数制限なし）神前地区市民センターまで 

 ★問合せ：神前地区主任児童委員  川村 まり 竹中 里佳 

神前地区市民センター  TEL 326-2751     

地域行事等における事故にご注意ください 

毎年、夏から秋にかけて、清掃活動などの地域行事が盛んに行われる中、 

以下のような事故が多数発生しておりますので、ご注意ください。 

・自治会の除草作業でハチに刺された、熱中症になった 

・草刈り機で除草作業中、石が跳ねて車両を破損させた 

・地区運動会や町内夏祭りの片付けでケガをした 

なお、本市では、このような地域活動中に万が一事故等が発生した場合に備えて、 

市民活動総合保険に加入しています。事故によっては、保険が適用される場合があ 

りますので、ホームページをご確認いただくか、下記までご相談ください。 

お問合せ先／市民協働安全課（TEL:354-8179 FAX:354-8316） 市 HP 

海 や 川 で レ ジ ャ ー を 楽 し む た め に 

「水の事故」から命を守る７つのポイント 

「水の事故」が発生してしまったら 

四日市市中消防署中央分署 

TEL:059-325-4717 

熱中症を予防しましょう 

熱中症予防の一時避難施設「クーリングシェルター」 
熱中症の予防を目的とした一時的な休息が取れる施設として、各地区市民センターなどを 
クーリングシェルターに指定しています。暑い日の外出などで体調に異変を感じた場合など 
にご利用ください。 

熱中症予防の詳しい情報は こちら↓ 

環境省  熱中症 検索 

クーリングシェルター開館日時などは こちら↓ 

四日市市 健康づくり課 TEL：059-354-8291 

★神前地区市民センターは『かんざき文庫』（図書室）になります。 

「子育て広場」に移動児童館がやってくるよ♫ 

※施設によって開館日時は異なり 

ますのでご注意ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

マイナンバーカードの申請の仕方がわからない方やカードの更新時期を迎える 

方などに、市内商業施設において、マイナンバーカードの申請サポートを実施し 

ます！予約不要ですので、この機会にぜひご利用ください！ 

 

＜持 ち 物＞ ＩＤ付マイナンバーカード交付申請書、または通知カードなど 

マイナンバーがわかるもの 

＜サポート内容＞・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い 

・インターネットでの申請のお手伝い 

・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け（無料） 

・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡しなど 

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表（令和７年６月分） 
曜 日 場  所 受付時間 

６月 １日（日） 
イオンタウン四日市泊 

【１階中央イベント広場】 

10:00〜18:00 

６月 ７日（土） 

８日（日） 

日永カヨー 

【１階中央広場】 

６月１４日（土） 

１５日（日） 

イオン四日市尾平店 

【１階東側エスカレーター付近】 

６月２８日（土） 

２９日（日） 

イオンモール四日市北 

【１階専門店通路】 

【問合せ先】マイナンバーカードコールセンター（TEL：0120－000ー396） 

子育てを地域で支えあう   

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、またこどもの置かれている状況等を理解してい

ただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。新たに依頼会員として登録される人はもちろん、 

すでに利用されている人で未受講の人も、受講してください。 

 

 

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！ 

日時：令和７年６月２８日（土）１３：００～１6：0０(講習会のみの人は１４：４０終了)  

＊講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。    

会 場：四日市市三浜文化会館（四日市市海山道町一丁目１５３２－１） 

定 員：保育の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます)    

申込方法：電話にてお申込みください。   

保 育： あり/無料（保育対象：満６か月～）※事前にお申込みください。 

申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  TEL 059-323-0023 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

               納期限は 

             ６月３０日(月)です 

市 民 税 ・ 県 民 税  

・ 森 林 環 境 税  

（ 第 １ 期 ）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神前こども園 子育て支援センターにじ 

 

 

 

 
 

 

７月 11 日（金）  １３：40～１４：１０ 神前地区市民センター 

７月 25 日（金）  １0：４０～１1：１０ 尾平町集落センター 

７月 25 日（金）  １4：４０～１5：１０ 美里ケ丘 2 号公園  

良いお天気の日には、水遊びをします。着替え・タオルを持ってきてください！ 

暑くなりますので、水筒・帽子もご持参ください。 

自動車文庫 巡回予定 

 
 
 
 
 神前地区連合自治会では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、本年 

も、各地区で９月に敬老行事を行います。当日は、できるだけ多くの方に参加してい 

ただきたいと考えており、市に依頼して７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、生年月 

日、性別が記載されたもの）を閲覧させていただき、対象の方に、もれなく案内を送 

付したいと考えています。 

名簿の閲覧により取得した個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密 

保持の厳守を徹底いたしますので、私どもが開催します敬老行事が円滑に実施できま 

すよう、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。 

なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、令和７年６月３０ 

日（月）までに、ご本人様から高齢福祉課（電話３５４－８４５５）へご連絡をいた 

だきますようお願いします。その場合、敬老行事のご案内や敬老記念品をお届けでき 

なくなりますのでご了承ください。昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連 

絡いただく必要はありません。             

                            神前地区連合自治会  

＜利用案内＞ 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

       9：30～14：30 予約はいりません。 

ランチタイム 11：30～12：30 

（お弁当をお持ちの方はご利用ください。） 

＜子育て講座＞ ・親子リズム遊びやふれあいあそびなど 

       ・絵本の読み聞かせ   

＊体調がすぐれない方の参加は、ご遠慮ください。 

＊子育て相談も随時受け付けています。お気軽にお問合せ下さい。ＴＥＬ 326-4408 

敬老行事の実施にあたって 

～神前地区連合自治会からのお願い～ 

 
 
  結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するため、結婚祝金を交付しています。 

■対 象：次の条件をすべて満たす人 

（１）令和５年４月１日以降に結婚した夫婦 

     ※婚姻届出日から６か月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。 

（２）婚姻届提出日時点で、夫婦ともに３９歳以下で、いずれもこの結婚祝金の交付を受けていない方 

（３）結婚祝金の交付を申請する時点で、夫婦が本市に居住し住民登録がある方 

（４）結婚祝金の交付決定日から２年以上、夫婦が本市に定住する意思がある方 

（５）夫婦ともに税金を完納している方 

■交付額：１夫婦あたり１０万円   

■申 請：次の書類を直接、または郵送で、〒510-8601 こども未来課（総合会館 3 階）へ。 

（１）結婚祝金交付申請書 

（２）夫婦の戸籍謄本（夫婦ともに外国籍の方は婚姻届の受理証明書） 

（３）住民票（世帯全員、または夫婦） 

（４）夫婦それぞれの完納証明書（四日市市が発行するもの） 

※完納証明書は市役所２階市民税課で取得してください。各地区市民センター、 

市民窓口サービスセンターでは取得できませんので、ご注意ください。 

■申請期間：婚姻届出日から６か月以内 

■その他：・結婚祝金交付申請書は、こども未来課のほか、市民課、市民窓口サービスセンター、 

各地区市民センター（中部を除く）でお渡ししています。市ホームページからも入手 

できます。 

・こども未来課にマイナンバーカードや運転免許証をお持ちいただくと、住所・名前などの 

基本情報を交付申請書に印字します。 

 

■問合せ：こども未来課 ３５４－８０３８     

結 婚 祝 金 給 付 制 度 の ご 案 内 

二次元コード 市ホームページ 

「四日市市結婚祝金給付制度のご案内」 

 
 

 

神前小学校全校児童 261 人と教員を対象とした不審者 

対応訓練が 5 月 26 日(月)神前小学校で開催されました。 

本年 5 月、東京都立川市の小学校で発生した事件を受け、 

今回は四日市南警察署の協力のもと実施されました。 

訓練では、不審者にふんした警察職員が６年Ａ組の教室 

に侵入し教師らがさすまた等で取り押さえる訓練を行った 

ほか、緊急事態を知らせる校内放送のあと、各教室では 

児童がカギ閉めや入口付近に机を並べるなど不審者が教室 

に侵入しないよう対応していました。 

訓練のあと全校児童は体育館へ移動し、四日市南警察署 

神前交番の矢田所長らから「先生の言う事をよく聞くこと」 

など不審者への対応について話を聞いていました。 

 

神前小学校で不審者対応訓練実施 ▼６年Ａ組での訓練のようす 

▼メデイア記事が見られます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市公害と環境未来館開館１０周年記念企画展 

「四日市公害からわたしたちが学ぶこと～歴史は未来のみちしるべ～」 

令和 7 年度 神前地区市民センター登録サークル紹介 

コーラス 

コール・ハモロー 

毎週月曜日 

9：30～ 

12：00 

ヨガ・ストレッチ 

ヨガ・ストレッチの会 

毎週水曜日 

19：00～ 

21：00 

社交ダンス 

ダンス研究会 

毎週土曜日 

13：00～ 

17：00 

琴の合奏 筝曲クラブ 

翔音（かのん） 

絵手紙教室 

ゆりの会 

毎月第 3 木曜日 

10：00～12：00 

ヨガ 四日市ヨガクラブ 

自分の生きがいや教養を高めるセンター登録サークルを一度のぞいてみませんか？ 

日頃の成果を地域事業で発表することも出来ますよ。興味ある方は神前地区市民センター 

までお問合せ下さい。         神前地区市民センター ☎326-2751 

毎週木曜日 

18：00～ 

21：00 

今年、四日市公害と環境未来館は開館から１０年を迎えました。この企画展では、戦後の公害の歴史や

四日市公害の改善に取り組んだ人びとの『ことば』を紹介します。歴史を未来へのみちしるべとして、

未来の環境を考える機会にしませんか。ご来場お待ちしております。 

期間／令和 7 年 6 月 13 日（金）～8 月 31 日（日）  

会場／そらんぽ四日市（四日市市立博物館）４階 特別展示室  観覧料／無料 

開館時間／9：30～17：00 休館日／月曜日（祝休日の場合は翌平日、ただし 8/12（火）は開館）  

＜企画展関連行事＞ 

「語り部さんのお話を聞こう」 ４館の公害資料館の語り部さんから当時のお話を伺います。 

（１）第一回「新潟県立環境と人間のふれあい館－新潟水俣病資料館－」と「四日市公害と環境 

未来館」 

    日時：令和７年７月６日（日）１４：００～１６：００（予定） 

（２）第二回「水俣市立水俣病資料館」と「富山県立イタイイタイ病資料館」 

日時：令和７年７月２６日（土）１４：００～１６：００（予定） 

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 聴講料：無料         

場所：博物館１階講座室         定員：各回５０名程度 

申込：要（第一回と第二回はそれぞれ別でお申し込みいただく必要があります。） 

締切：第一回 6／20（必着）「新潟水俣四日市語り部さん」係 

第二回 7／10（必着）「水俣富山語り部さん」係 

＜企画展関連行事＞ 

 開館１０周年記念「戦後の公害・環境行政の歴史とそこから学ぶこと 宮本憲一×岡田知弘」 
 四日市公害裁判の原告側最初の証人となり、「戦後日本公害史論」（岩波書店）で日本学士院賞を受
賞された宮本憲一さんと、四日市市史第１９巻を執筆された岡田知弘さんに、当時のお話や戦後の公
害・環境行政の歴史、そこから私たちが学ぶことについてお話しいただきます。 
 
 日時：令和７年８月９日（土）１４：００～１５：４０（予定） 
 講師：宮本憲一氏（経済学博士、大阪市立大学名誉教授、滋賀大学名誉教授、滋賀大学元学長） 
    岡田知弘氏（経済学博士、京都大学名誉教授、京都橘大学学長） 

場所：じばさん６階ホール  定員：１３０名程度 
聴講料：無料  申込：要  締切：７／２４（必着）「環境歴史」係 

申込方法 

応募フォームもしくは、以下①、②、③を明記の上、ハガキ・FAX・E-MAIL、1 階図書コーナーで 

お申込みください。 

 

① 行事名 ②代表者の連絡先（名前（ふりがな）/郵便番号/住所/電話番号）③参加者全員の名前/年齢 

当日は、手話通訳・要約筆記がございます。応募多数の場合は抽選となります。締切後、当選者にのみ 

通知を送ります。開催５日前をめどに通知が届かなければ落選です。最新の情報は当館ホームページに 

てご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

四日市公害と環境未来館 〒510-0075 四日市市安島 1 丁目 3 番 16 号  

TEL 059-354-8065(代) FAX 059-329-5792 

＜イベント情報・応募フォームはこちらから＞ ＜当館 HP＞ 

 

 

 

 

 

神前小学校５年生児童が地域の水田で田植え体験を行いました。 

この事業は神前コミュニティスクール主催で行われ、総合的な学習「米作りから学ぶ」 

の授業の一環で年間を通じ、苗を育てる・田植え・稲刈り・もち米販売・もちつきが行わ 

れる予定です。 

この日体験を行った児童は、地域の農家の方から田 

植えの仕方を教えてもらったあと、ゆっくり水が張ら 

れた田んぼに入り、昔ながらの等間隔に苗を植えれる 

よう印を付けた紐を目印に、苗を手に取り丁寧に植え 

ていました。 

終始、田んぼには児童の歓声が響き渡り、楽しそう 

に田植え体験を行っていました。 

神前小５年生が育てた苗  

児童が昔ながらの田植えを体験 

金曜日・17：30～21：00 

土曜日・13：00～17：00 

月 4 回 


